
成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求等に関する事務取扱要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、成年後見制度に係る大阪市長（以下「市長」という。) による審判

の請求等に関する要綱（平成13年12月1日制定福祉局要綱第178号。以下「要綱」という。）

に基づく審判の請求（以下「市長審判請求」という。）等に係る事務について必要な事

項を定めるものとする。 

 

（市長審判請求対象者の要件） 

第２条 市長審判請求の対象者となる本人は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当す

る者とする。 

（１）大阪市内に住所を有し、かつ、大阪市内に現に居住している者 

（２）市長が同意を行った医療保護入院者 

（３）その他特に必要があると認められる者 

 

（市長審判請求における事理弁識能力の程度） 

第３条 本人が、精神障がい、知的障がい、認知症等の精神上の障がいにより事理を弁識

する能力を欠く常況にある者又は事理を弁識する能力が著しく不十分なる者若しくは事

理を弁識する能力が不十分なる者である場合に、その程度に応じて、「後見」又は「保

佐」若しくは「補助」開始の市長審判請求を行うことができる。 

 

（市長審判請求の必要性） 

第４条  次の場合に限り、市長審判請求を行うことができる。ただし、本人の保護を図る

ため、速やかに市長審判請求の手続きを行う必要がある場合についてはこの限りでない。 

（１）本人に配偶者又は二親等内の親族（以下「親族等」という。）がいない場合 

（２）本人に親族等があるが、これらの親族等が審判の申立てを拒否している場合 

（３）本人に親族等があるが、これらの親族等が本人に対する虐待や放置がある場合 

（４）本人に親族等があるが、これらの親族等に連絡がつかない場合 

２  本人に親族等がある場合及び本人と関わりのある四親等内の親族の存在が明らかであ

る場合にあっては、第１号様式により、親族等の審判請求についての意思の確認を行う。

ただし、特別の事情がある場合についてはこの限りでない。 

 

（市長審判請求に係る調査） 

第５条  要綱第２条に規定する総合的な見解を出すため、本人の市長審判請求に係る事務

を所管する区役所担当課長（以下「担当課長」という。）は、次の各号に掲げる調査を

行う。 

（１）本人の生活状況、心身の状況、財産・収支の状況等について、大阪家庭裁判所様式

（事情説明書）を参考に本人の面接や、知人、友人、福祉関係者、病院関係者等(以下

「本人の状況を知る者」という。) からの聴取等により調査する。 

（２）本人の健康状況等について、第２号様式により、医師に診断書作成を依頼する。 

（３）本人が現に被後見人等でないか、本人を成年被後見人又は任意後見契約の本人とす

る登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項（記録がないときは

その旨）を証明した書面の交付請求等により調査する。 

（４）本人の親族等の存否について、本人の状況を知る者からの聴取及び本人の戸籍照会

等により調査する。戸籍照会は、第３号様式により行う。ただし、本人の保護を図る

ため、速やかに市長審判請求の手続きを行う必要がある場合については、親族等の存



否に係る戸籍照会は省略することができる。 

第５条の２ 担当課長は、要綱第３条第２項の規定により申立て書類を送付する場合、第

４号様式を添付するものとする。 

２ 前項の送付において、担当課長が後見人等候補者を検討する会議への参加を希望する

場合は、福祉局生活福祉部相談支援担当課長は、第５号様式により同会議の開催を担当

課長に通知する。 

 

（調査への協力） 

第６条  要綱第３条に基づき市長審判請求した審判の過程において、家庭裁判所が行う調

査に対し、担当課長は必要に応じて協力する。 

 

（市長審判請求に要する費用） 

第７条 要綱第４条に規定する市長審判請求に要する費用（以下「審判請求費用」という。）

に係る予算は、福祉局長が各区長に配付する。配付を受けた予算が不足する場合、本人

の市長審判請求に係る事務を所管する区長は、今後執行見込み額を算出し、福祉局長に

予算の配付を要請する。福祉局長は、この要請に基づき、審判請求費用に係る予算を配

付する。 

２ 担当課長は、審判請求費用の根拠となる領収書等を保管し、本人に費用を求償する際

の資料とする。 

３ 担当課長は、家庭裁判所へ予納した審判請求費用の額が確定したときは、速やかに調

定し、区会計管理者へ調定通知書を送付する。 

 

（審判請求費用の求償） 

第８条 要綱第５条の規定に基づき、本市が審判請求費用を求償する時は、市長は、第６

号様式により、本人に審判請求費用を求償する。 

２ 前項の求償にかかる納入の通知は、納入期限の30日前までに行わなければならない。 

３ 納入期限は、成年後見人、保佐人又は補助人（以下「後見人等」という。）が選任さ

れ、後見人等が家庭裁判所から事件記録の謄写を入手してから２か月以内とする。 

 

（費用求償等の報告） 

第９条 区保健福祉センター所長は、前条の規定により納入通知書を発行後、市長審判請

求の結果及び費用求償等について、第７号様式により福祉局長に報告する。 

 

（審判請求の取り下げ） 

第10条  市長は、市長審判請求後に当該請求を取り下げる事情が生じた場合には、第８号

様式により家庭裁判所に提出する。 

 

（後見人等の報酬の助成） 

第 11条 要綱第６条に規定する後見人等の報酬の助成（以下「報酬助成」という。）につ

いては、次により行う。 

（１）報酬助成を受けようとする者は、第９号様式に記載の必要な資料を添付の上、市

長に申請する。申請は家庭裁判所の報酬付与の審判１件につき１回とする。 

申請書の提出場所について、市長審判請求により後見等を開始している場合は、

請求を行った区役所保健福祉課とする。 

市長以外の者（他の市区町村長を除く。）の審判請求により後見等を開始してい

る場合は、原則本人に係る介護保険被保険者証又は障がい福祉サービス受給者証の



発行を行っている区役所保健福祉課とする。なお、本市、本市以外の市区町村によ

らず、いずれの証も発行されていない場合は、本人の居住地の区役所保健福祉課と

する。 

（２）市長は、本人の生活保護法に基づく保護受給の有無、収入及び資産等の状況、財

産から支弁できない理由（報酬付与の審判決定額よりも預貯金等の額が多い場合）、

介護保険の保険者（担当区）又は障がい福祉サービス支給決定者（担当区）の別、

住民登録の状況、報酬助成の対象期間における後見人等の活動状況（被後見人等

との面談状況、具体的な支援内容）等を調査して報酬助成の可否を決定する。 

（３）当該区長は、福祉局長に報酬助成に係る予算の配付を要請する。福祉局長は、この

要請に基づき、報酬助成に係る予算を配付する。 

（４）市長は、第10号様式により決定内容を申請者に通知する。 

 

（助成金の返還） 

第12条 市長は、要綱第７条の規定により費用の返還が必要な場合は納入通知書を発行後、

第11号様式により費用の返還請求を行う。 

２ 区保健福祉センター所長は、要綱第７条の規定により費用の返還請求を行った場合、

第12号様式により福祉局長に報告する。 

 

（帳票の様式） 

第13条  前各条に規定する必要な帳票は、別記様式のとおりとする。 

 

（その他） 

第14条  この要領の実施について、必要な事項は福祉局長が定める。 

 

 

附  則  この要領は、平成13年12月１日から施行する。 

附  則  この要領は、平成15年４月１日から施行する。 

附  則  この要領は、平成17年４月１日から施行する。 

附  則  この要領は、平成17年９月１日から施行する。 

附 則  この要領は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則  この要領は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則  この要領は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則  この要領は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則  この要領は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則  この要領は、平成24年７月23日から施行する。 

附 則  この要領は、平成26年５月１日から施行する。 

附 則  この要領は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則  この要領は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則  この要領は、平成30年７月１日から施行する。 

附 則  この要領は、令和元年５月１日から施行する。 

附 則  この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則  この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則  この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則  この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


